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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネルと、
　前記表示パネルの表示面側を覆い、タッチ操作を検出するタッチパネルと、
　を備え、
　前記タッチパネルは、該タッチパネルに入力されるタッチパネル駆動信号を用いてタッ
チ操作の検出動作を行うように構成されている一方で、
　前記表示パネルは、該表示パネルに入力される表示駆動信号を用いて表示動作を行うよ
うに構成された表示装置において、
　前記タッチパネルに前記タッチパネル駆動信号が入力される第１状態から該タッチパネ
ルが電気的にオープンな第２状態へと切り換えることが可能に構成されていることを特徴
とする表示装置。
【請求項２】
　前記第１状態から前記第２状態へと切り換える切換手段を更に備えることを特徴とする
請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記タッチパネルが使用状態であるか否かを判定する使用状態判定手段を更に備え、
　前記切換手段は、前記使用状態検出手段によりタッチパネルが使用状態でないと判定さ
れた場合に、前記第１状態から前記第２状態へと切り換えることを特徴とする請求項２に
記載の表示装置。
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【請求項４】
　前記切換手段は、前記使用状態検出手段によりタッチパネルが使用状態でないと判定さ
れてから所定時間の経過後に、前記第１状態から前記第２状態へと切り換えることを特徴
とする請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記第２状態から前記第１状態へと切り換える操作を行うための切換操作手段を更に備
えることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項６】
　表示パネルと、該表示パネルの表示面側を覆い、タッチ操作を検出するタッチパネルと
、を備え、前記表示パネルに表示駆動信号を入力して表示動作を行わせるようにした表示
装置において、
　前記表示駆動信号を、前記タッチパネルにも入力可能に構成され、
　前記タッチパネルは、相互に対向配置された第１及び第２の一対のタッチパネル構成基
板と、前記第１のタッチパネル構成基板の前記第２のタッチパネル構成基板側の面に設け
られた第１の導電膜と、前記第２のタッチパネル構成基板の前記第１のタッチパネル構成
基板側の面に設けられた第２の導電膜と、を備え、タッチ操作の検出動作は、前記第１及
び第２の導電膜の各々に入力されるタッチパネル駆動信号を用いて行うように構成され、
　前記表示駆動信号を、前記第１及び第２の導電膜のうち少なくとも何れか一方に入力可
能に構成され、
　前記表示駆動信号を、前記第１及び第２の導電膜のうち少なくとも何れか一方に対し、
前記タッチパネル駆動信号の代わりに入力する第１状態と、入力しない第２状態と、に切
り換える切換手段を更に備え、
　前記切換手段は、前記第１状態時には、前記第１及び第２の導電膜のうち前記表示駆動
信号が入力されない導電膜を電気的にオープンな状態にすることを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　前記タッチパネルが使用状態であるか否かを判定する使用状態判定手段を更に備え、
　前記切換手段は、前記使用状態検出手段によりタッチパネルが使用状態であると判定さ
れた場合に、前記第２状態に切り換えることを特徴とする請求項６に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記切換手段は、前記使用状態検出手段によりタッチパネルが使用状態でないと判定さ
れた場合に、前記第１状態に切り換えることを特徴とする請求項７に記載の表示装置。
【請求項９】
　当該表示装置は、液晶表示装置であることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一項
に記載の表示装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一項に記載の表示装置を備えることを特徴とする電子機器。
【請求項１１】
　当該電子機器は、携帯情報端末装置であることを特徴とする請求項１０に記載の電子機
器。
【請求項１２】
　当該電子機器は、携帯電話機であることを特徴とする請求項１１に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置及び電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、入力される表示駆動信号を用いて表示動作を行う表示パネルを備えた各種の表示
装置が知られている。
【０００３】
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　それらの表示装置においては、表示パネルの表示面側（ユーザ側）が、例えばタッチパ
ネル或いはその他の帯電性のカバーパネルにより覆われている場合がある。
【０００４】
　その一例として、表示パネルがタッチパネルにより覆われた従来の液晶表示装置を図９
に示す。
【０００５】
　図９に示すように、従来のタッチパネル付き液晶表示装置１００は、液晶表示パネル１
１０と、該液晶表示パネル１１０の表示面側に配されたタッチパネル１２０と、を備えて
いる。
【０００６】
　このうち液晶表示パネル１１０は、例えば、相互に略平行に配置された一対の基板１１
１、１１２と、このうち何れか一方の基板（例えば表示面側の基板１１２）に設けられた
共通電極１１３と、他方の基板に設けられたドレイン電極及びゲート電極（何れも図示略
）と、を備え、共通電極１１３には液晶表示パネル１１０の駆動信号である共通電極信号
（ＣＯＭ）が入力されるようになっている。なお、共通電極信号は、例えば、ハイレベル
が５Ｖでローレベルが０Ｖの１０ｋＨｚの信号である。
【０００７】
　他方、タッチパネル１２０は、相互に略平行に配置された一対の基板１２１、１２２と
、該基板１２１、１２２の双方にそれぞれ設けられた透明導電膜１２３、１２４と、を備
えている。
【０００８】
　タッチパネル１２０の透明導電膜１２３と透明導電膜１２４とは、それらの周縁部にお
いて両面粘着剤１２５により相互に接着され、これら両導電膜１２３，１２４間のギャッ
プ距離が確保されている。
【０００９】
　タッチパネル１２０の透明導電膜１２３、１２４には、それぞれタッチパネルの駆動信
号であるタッチパネル駆動信号（ＸＲ、ＸＬ、ＹＵ、ＹＤ）が入力されるようになってい
る。なお、タッチパネル駆動信号は、例えば、ハイレベルが５Ｖでローレベルが０Ｖの１
００ｋＨｚの信号である。
【００１０】
　また、タッチパネル１２０と液晶表示パネル１１０とは、それらの周縁部において相互
に接着され、これら両パネル１２０，１１０間のギャップ距離が確保されている。
【００１１】
　ところで、上記のような従来のタッチパネル付き液晶表示装置１００においては、以下
に説明するように音鳴りが発生してしまうという問題がある。
【００１２】
　図１０は従来のタッチパネル付き液晶表示装置１００において音鳴りが生じるメカニズ
ムを説明するための模式図、図１１は液晶表示パネル１１０の共通電極１１３とタッチパ
ネル１２０の透明導電膜１２３，１２４との電位関係の経時変化を示す図、図１２は共通
電極１１３と透明導電膜１２３，１２４との間での電界の向きの経時変化を示す図である
。なお、図１２では共通電極１１３から透明導電膜１２３，１２４に向かう方向を正とし
ている。
【００１３】
　先ず、タッチパネル１２０に対しタッチ操作を行う際には、タッチパネル１２０の基板
１２１が液晶表示パネル１１０の基板１１２に接触することがある。すると、この接触の
後で基板１２１と基板１１２とが離れる際に、剥離帯電と呼ばれる現象により液晶表示パ
ネル１１０の基板１１２の表面には電荷ｅ（図１０参照）が溜まる。つまり、タッチ操作
により基板１１２の表面が帯電することがある。
【００１４】
　また、液晶表示パネル１１０に入力される共通電極信号と、タッチパネル１２０に入力
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されるタッチパネル駆動信号とは共に、例えば、ハイレベルを５Ｖ、ローレベルを０Ｖと
する信号であるが、これら共通電極信号とタッチパネル駆動信号とは、周波数が相互に異
なる。つまり、共通電極信号とタッチパネル駆動信号とは相互に非同期な信号である。
【００１５】
　これにより、タッチパネル１２０の透明導電膜１２３，１２４と液晶表示パネル１１０
の共通電極１１３とは、図１１に示すように相互に異なる電位となる。また、図１１に示
すように透明導電膜１２３，１２４と共通電極１１３との電位の大小関係は一定とはなら
ないため、透明導電膜１２３，１２４と共通電極１１３との間には、図１２に示すように
時間とともに向きが変化する電界が生じる。
【００１６】
　このため、上記のような剥離帯電により液晶表示パネル１１０の表面が帯電していると
、電荷ｅが電界の向きに応じた静電気力を受ける。
【００１７】
　つまり、電界の向きが共通電極１１３から透明導電膜１２３，１２４に向かう方向とな
った時には電荷ｅもその方向に引っ張られ、電界の向きが逆向きになった時には電荷ｅも
逆向きに引っ張られる。
【００１８】
　これにより、液晶表示パネル１１０は電界の向きに合わせて振動することとなる。
【００１９】
　ここで、液晶表示パネル１１０の振動周波数、すなわち電界の向きが変化する周期は、
タッチパネル駆動信号や共通電極信号の周波数に依存するため、これらの信号が可聴帯域
の周波数である場合、液晶表示パネル１１０の振動が音鳴りとして耳に聞こえてしまう。
【００２０】
　次に、図１３は、液晶表示パネル１１０の表示面側が、カバーパネルとしての保護カバ
ー２１０により覆われたタイプの従来の液晶表示装置２００を示す図である。
【００２１】
　上記のような音鳴りは、図９に示すようなタッチパネル付き液晶表示装置１００に限ら
ず、図１３に示すように保護カバー２１０を有する液晶表示装置２００においても発生す
る。
【００２２】
　これは、やはり何らかの理由により押圧された保護カバー２１０が液晶表示パネル１１
０に接触することによって該液晶表示パネル１１の表面に剥離帯電が発生し、生じた電荷
が共通電極信号により発生される電界の向きに応じて静電気力を受けるためである。
【００２３】
　このように液晶表示パネル１１０が帯電することにより発生する問題を解決することを
課題としている従来の技術としては、例えば、特許文献１の技術がある。
【００２４】
　この特許文献１の技術は、液晶表示パネルの表示画面側に透明導電膜を被着し、この透
明導電膜を電気的にグランドに導通するというものである。
【特許文献１】特開２００２－３４１３７２号公報（図１、段落番号１６）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　しかしながら、上記の特許文献１の技術の場合、実際には、該技術を適用しない場合よ
りも、かえって音鳴りが増大してしまう。
【００２６】
　本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたもので、表示パネルの表示面
側にカバーパネルが配置された構造をなしている場合における音鳴りを抑制可能な、例え
ば液晶表示装置その他の表示装置及び電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００２７】
　上記課題を解決するため、本発明の表示装置は、表示パネルと、前記表示パネルの表示
面側を覆い、タッチ操作を検出するタッチパネルと、を備え、前記タッチパネルは、該タ
ッチパネルに入力されるタッチパネル駆動信号を用いてタッチ操作の検出動作を行うよう
に構成されている一方で、前記表示パネルは、該表示パネルに入力される表示駆動信号を
用いて表示動作を行うように構成された表示装置において、前記タッチパネルに前記タッ
チパネル駆動信号が入力される第１状態から該タッチパネルが電気的にオープンな第２状
態へと切り換えることが可能に構成されていることを特徴としている。
【００２８】
　本発明の表示装置においては、前記第１状態から前記第２状態へと切り換える切換手段
を更に備えることが好ましい。
【００２９】
　この場合、前記タッチパネルが使用状態であるか否かを判定する使用状態判定手段を更
に備え、前記切換手段は、前記使用状態検出手段によりタッチパネルが使用状態でないと
判定された場合に、前記第１状態から前記第２状態へと切り換えることが好ましい。
【００３０】
　この場合、前記切換手段は、前記使用状態検出手段によりタッチパネルが使用状態でな
いと判定されてから所定時間の経過後に、前記第１状態から前記第２状態へと切り換える
ことが好ましい。
【００３１】
　本発明の表示装置においては、前記第２状態から前記第１状態へと切り換える操作を行
うための切換操作手段を更に備えることが好ましい。
【００３２】
　また、本発明の表示装置は、表示パネルと、該表示パネルの表示面側を覆い、タッチ操
作を検出するタッチパネルと、を備え、前記表示パネルに表示駆動信号を入力して表示動
作を行わせるようにした表示装置において、前記表示駆動信号を、前記タッチパネルにも
入力可能に構成され、前記タッチパネルは、相互に対向配置された第１及び第２の一対の
タッチパネル構成基板と、前記第１のタッチパネル構成基板の前記第２のタッチパネル構
成基板側の面に設けられた第１の導電膜と、前記第２のタッチパネル構成基板の前記第１
のタッチパネル構成基板側の面に設けられた第２の導電膜と、を備え、タッチ操作の検出
動作は、前記第１及び第２の導電膜の各々に入力されるタッチパネル駆動信号を用いて行
うように構成され、前記表示駆動信号を、前記第１及び第２の導電膜のうち少なくとも何
れか一方に入力可能に構成され、前記表示駆動信号を、前記第１及び第２の導電膜のうち
少なくとも何れか一方に対し、前記タッチパネル駆動信号の代わりに入力する第１状態と
、入力しない第２状態と、に切り換える切換手段を更に備え、前記切換手段は、前記第１
状態時には、前記第１及び第２の導電膜のうち前記表示駆動信号が入力されない導電膜を
電気的にオープンな状態にすることを特徴としている。
【００３３】
　本発明の表示装置においては、前記タッチパネルが使用状態であるか否かを判定する使
用状態判定手段を更に備え、前記切換手段は、前記使用状態検出手段によりタッチパネル
が使用状態であると判定された場合に、前記第２状態に切り換えることが好ましい。
【００３４】
　この場合、前記切換手段は、前記使用状態検出手段によりタッチパネルが使用状態でな
いと判定された場合に、前記第１状態に切り換えることが好ましい。
【００５４】
　本発明の表示装置は、例えば、液晶表示装置であることを好ましい一例としている。
【００５５】
　本発明の電子機器は、本発明のいずれかの表示装置を備えることを特徴としている。
【００５６】
　本発明の電子機器は、例えば、携帯電話機或いはその他の携帯情報端末装置であること
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を好ましい一例としている。
【発明の効果】
【００５７】
　本発明によれば、表示パネルと、この表示パネルの表示面側を覆いタッチ操作を検出す
るタッチパネルとを備え、タッチパネルはタッチパネル駆動信号を用いてタッチ操作の検
出動作を行うように構成されている一方で、表示パネルは表示駆動信号を用いて表示動作
を行うように構成された表示装置において、タッチパネルにタッチパネル駆動信号が入力
される第１状態からタッチパネルが電気的にオープンな第２状態へと切り換えることが可
能に構成されているので、第２状態では表示パネルとタッチパネルとの間に生じる電界を
抑制でき、これら両パネルの振動を抑制できる。その結果、音鳴りを抑制することができ
る。
【００５８】
　或いは、本発明によれば、表示パネルと、この表示パネルの表示面側を覆い、タッチ操
作を検出するタッチパネルと、を備え、前記表示パネルに表示駆動信号を入力して表示動
作を行わせるようにした表示装置において、前記表示駆動信号を、前記タッチパネルにも
入力可能に構成され、前記タッチパネルは、相互に対向配置された第１及び第２の一対の
タッチパネル構成基板と、前記第１のタッチパネル構成基板の前記第２のタッチパネル構
成基板側の面に設けられた第１の導電膜と、前記第２のタッチパネル構成基板の前記第１
のタッチパネル構成基板側の面に設けられた第２の導電膜と、を備え、タッチ操作の検出
動作は、前記第１及び第２の導電膜の各々に入力されるタッチパネル駆動信号を用いて行
うように構成され、前記表示駆動信号を、前記第１及び第２の導電膜のうち少なくとも何
れか一方に入力可能に構成され、前記表示駆動信号を、前記第１及び第２の導電膜のうち
少なくとも何れか一方に対し、前記タッチパネル駆動信号の代わりに入力する第１状態と
、入力しない第２状態と、に切り換える切換手段を更に備え、前記切換手段は、前記第１
状態時には、前記第１及び第２の導電膜のうち前記表示駆動信号が入力されない導電膜を
電気的にオープンな状態にするので、表示駆動信号をタッチパネルに入力している状態で
はタッチパネルと表示パネルとの間の電位差を抑制することができる。従って、表示パネ
ルとタッチパネルとの間に生じる電界を抑制でき、これら両パネルの振動を抑制できる。
その結果、音鳴りを抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５９】
　以下、図面を参照して、本発明に係る実施形態について説明する。
【００６０】
　〔第１の実施形態〕
　図１に示すように、第１の実施形態に係るタッチパネル付き液晶表示装置（表示装置）
１０は、液晶表示パネル（表示パネル）２と、タッチパネル（カバーパネル）３と、を備
えている。
【００６１】
　このうち液晶表示パネル２は、例えば、相互に略平行に配置された一対の基板（第１及
び第２の表示パネル構成基板）４、５と、このうち何れか一方の基板（例えば表示面側の
基板（第２の表示パネル構成基板）５）に設けられた共通電極（駆動電極）６と、他方の
基板（第２の表示パネル構成基板）４に設けられたドレイン電極及びゲート電極（何れも
図示略）と、を備えている。
【００６２】
　このうち、共通電極６は、例えば、基板５のほぼ全面に亘って設けられている。また、
ドレイン電極とゲート電極とは相互に直交した配置とされている（マトリックス状に配置
されている）。また、ドレイン電極及びゲート電極には、図示しない信号入力手段から、
液晶表示パネル２の駆動信号であるドレイン信号及びゲート信号が入力され、共通電極６
には、図示しない共通電極信号入力手段から、液晶表示パネル２の駆動信号である共通電
極信号（ＣＯＭ）が入力されるようになっている。
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【００６３】
　ここで、共通電極信号は、例えば、ハイレベルが５Ｖでローレベルが０Ｖの１０ｋＨｚ
の信号である。
【００６４】
　このような共通電極信号、ドレイン信号及びゲート信号を用いて、液晶表示パネル２は
表示動作を行う。
【００６５】
　他方、タッチパネル３は、例えば抵抗膜方式のタッチパネルであり、相互に略平行に配
置された一対の基板（第１及び第２のタッチパネル構成基板）７、８と、該基板７、８の
双方にそれぞれ設けられた透明導電膜（導電膜）９、１１と、を備えている。
【００６６】
　より具体的には、透明導電膜（第１の導電膜）９は基板（第１のタッチパネル構成基板
）７において基板（第２のタッチパネル構成基板）８側の面のほぼ全面に亘って設けられ
、透明導電膜（第２の導電膜）１１は基板８において基板７側の面のほぼ全面に亘って設
けられている。これにより、両透明導電膜９，１１は相互に向き合った状態となっている
。
【００６７】
　また、透明導電膜９，１１は、それらの周縁部において両面粘着剤１２によって相互に
接着され、該両面粘着剤１２により透明導電膜９，１１の相互間のギャップ距離（例えば
、０．１ｍｍ～０．２ｍｍ程度）が確保されている。
【００６８】
　なお、タッチパネル３の基板７，８のうち少なくとも手前側（ユーザ側）の基板８は可
撓性の材質からなり、タッチ操作の際に弾性変形して透明導電膜１１を向かい側の透明導
電膜９に接触させる。また、基板８は、タッチ操作が解除されると弾性復帰し、再び透明
導電膜１１と透明導電膜９とを上記のギャップ距離に隔てる。
【００６９】
　具体的には、手前側の基板８は、例えば、合成樹脂（ＰＥＴ等）或いはガラスにより構
成されている。また、奥側の基板７は、例えば、合成樹脂（ＰＥＴ、アクリル、ポリカ等
）或いはガラスにより構成されている。
【００７０】
　また、透明導電膜９、１１には、図示しないタッチパネル駆動信号入力手段から、タッ
チパネル３の駆動信号であるタッチパネル駆動信号（ＸＲ、ＸＬ、ＹＵ、ＹＤ）が入力さ
れるようになっている。このタッチパネル駆動信号は、例えば、ハイレベルが５Ｖでロー
レベルが０Ｖの１００ｋＨｚの信号である。
【００７１】
　ここで、例えば図２に模式図を示すように、透明導電膜９の両端部には電極１６，１７
が設けられ、同様に、透明導電膜１１の両端部には電極１４、１５が設けられている。
【００７２】
　そして、透明導電膜９には電極１６，１７を介してタッチパネル駆動信号（ＹＵ、ＹＤ
）が入力され、透明導電膜１１には電極１４，１５を介してタッチパネル駆動信号（ＸＲ
、ＸＬ）が入力される。
【００７３】
　このようなタッチパネル３は、タッチパネル駆動信号を用いてタッチ操作の検出動作を
行う。すなわち、タッチ操作により透明導電膜１１が透明導電膜９に接した際の接点の位
置を、タッチパネル駆動信号を用いて検出する。
【００７４】
　なお、タッチパネル３と液晶表示パネル２とは、それらの周縁部において相互に接着さ
れ、これら両パネル２，３間のギャップ距離（例えば、０．２ｍｍ～０．４ｍｍ程度）が
確保されている。
【００７５】
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　また、液晶表示装置１０においては、共通電極信号を、タッチパネル３の透明導電膜９
，１１にも入力可能となっている。
【００７６】
　すなわち、液晶表示装置１０は、透明導電膜９，１１に対しタッチパネル駆動信号を入
力する状態（第２状態）と、該タッチパネル駆動信号の代わりに共通電極信号を入力する
状態（第１状態）と、に切り換えるセレクタ（切換手段、使用状態判定手段）１３を備え
ている。
【００７７】
　なお、共通電極信号は、例えば、上記の４つの電極１４～１７のうちの少なくとも何れ
か１つを介して透明導電膜９，１１のうちの一方或いは両方に入力されるようになってい
れば良い。なお、以下では、簡単のため、透明導電膜９，１１のうち透明導電膜９に対し
てのみ共通電極信号を入力可能となっているものとして、説明を行う。
【００７８】
　また、セレクタ１３は、タッチパネル３が使用状態、すなわち操作されている状態であ
るか否かの判定も行うように構成されている。この判定は、例えば、透明導電膜９と透明
導電膜１１とが接触しているか否かに応じて行う。
【００７９】
　そして、セレクタ１３は、タッチパネル３が使用状態でないと判定した場合には、透明
導電膜９に対するタッチパネル駆動信号の入力は停止し、該透明導電膜９に対し共通電極
信号を入力させる。なお、タッチパネル３が使用状態でないと判定した場合、セレクタ１
３は、透明導電膜１１を電気的にオープンな状態にし、これにより該透明導電膜１１に対
するタッチパネル駆動信号の入力も停止する。
【００８０】
　他方、タッチパネル３が使用状態であると判定した場合には、セレクタ１３は、透明導
電膜９に対する共通電極信号の入力は停止し、透明導電膜９，１１に対しタッチパネル駆
動信号を入力させる。
【００８１】
　次に、動作を説明する。
【００８２】
　図３はタッチパネル３の透明導電膜９に共通電極信号を入力する状態時における該透明
導電膜９と液晶表示パネル２の共通電極６との電位関係の経時変化を示す図、図４は共通
電極６と透明導電膜９との間での電界の向きの経時変化を示す図である。
【００８３】
　先ず、タッチパネル３が操作されていない状態では、セレクタ１３は、タッチパネル３
が使用状態でないと判定する。よって、セレクタ１３は、透明導電膜９にタッチパネル駆
動信号の代わりに共通電極信号を入力するとともに、透明導電膜１１は電気的にオープン
な状態にする。
【００８４】
　このようにタッチパネル３の透明導電膜９に共通電極信号が入力される状態では、該透
明導電膜９と液晶表示パネル２の共通電極６とは、図３に示すように常に同電位となる。
よって、この状態では、図４に示すように、透明導電膜９と共通電極６との間には電界が
生じない。
【００８５】
　従って、液晶表示パネル２の表面が帯電していたとしても、その電荷は、透明導電膜９
と共通電極６との電位差に起因する電界による静電気力の影響を受けない。
【００８６】
　よって、液晶表示パネル２及びタッチパネル３の振動を抑制することができ、該振動に
起因する音鳴りを抑制することができる。
【００８７】
　また、タッチパネル３が操作されている状態では、セレクタ１３は、タッチパネル３が
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使用状態であると判定する。よって、セレクタ１３は、透明導電膜９に対する共通電極信
号の入力を停止し、該透明導電膜９，１１へのタッチパネル駆動信号の入力を再開する。
【００８８】
　これにより、タッチパネル３は、タッチ操作を検出できる状態となる。
【００８９】
　なお、タッチ操作の際には、例えば通話の際などとは異なり、音鳴りが発生したとして
も操作者は気にならないため、問題がない。
【００９０】
　更に、再び、タッチパネル３が操作されていない状態となると直ちに（つまり、タッチ
パネル３から操作者の手が離れると直ちに）、セレクタ１３は、タッチパネル３が使用状
態でないと判定し、透明導電膜９にはタッチパネル駆動信号の代わりに共通電極信号を入
力開始するとともに、透明導電膜１１は電気的にオープンな状態にする。
【００９１】
　次に、図５を参照して、本発明者による実験結果について説明する。
【００９２】
　なお、図５に示すＡ～Ｈの何れのデータの場合にも、音鳴りのレベルの単位はｄＢ（デ
シベル）であり、白抜きの棒グラフ（Ａ～Ｈの各データにおける左側）は液晶表示パネル
の表面が帯電していない状態時（非帯電時）のデータを、網掛けの棒グラフ（Ａ～Ｈの各
データにおける右側）は液晶表示パネルの表面が帯電している状態時（帯電時）のデータ
を、それぞれ示す。
【００９３】
　図５において、データＡは、何らの対策を施さない場合（従来の図９のタッチパネル付
き液晶表示装置１００に相当）の音鳴りのレベルを示す。
【００９４】
　また、データＣ及びデータＤは、第１の実施形態に係るタッチパネル付き液晶表示装置
１０の場合に相当する。
【００９５】
　このうちデータＣは、透明導電膜９には共通電極信号を入力し、透明導電膜１１は電気
的にオープンな状態とした場合の音鳴りのレベルを示す。より具体的には、データＣは、
透明導電膜９，１１に設けられた電極１４～１７のうち、透明導電膜９に設けられた電極
１６，１７のうちの一方のみ（例えば電極１６）に対し共通電極信号を入力し、残りの電
極１４，１５、１７は全て電気的にオープンな状態とした場合の音鳴りのレベルを示す。
【００９６】
　また、データＤは、データＣとは逆に、透明導電膜１１には共通電極信号を入力し、透
明導電膜９は電気的にオープンな状態とした場合の音鳴りのレベルを示す。より具体的に
は、データＤは、透明導電膜９，１１に設けられた電極１４～１７のうち、透明導電膜１
１に設けられた電極１４、１５のうちの一方のみ（例えば電極１４）に対し共通電極信号
を入力し、残りの電極１５、１６、１７は全て電気的にオープンな状態とした場合の音鳴
りのレベルを示す。
【００９７】
　更に、データＥ及びＦは、透明導電膜９、１１のうち何れか一方には共通電極信号を入
力し、他方はグランドに接続した場合の音鳴りのレベルを示す。より具体的には、データ
Ｅは、透明導電膜９，１１に設けられた電極１４～１７のうち、透明導電膜９に設けられ
た電極１６のみに対し共通電極信号を入力し、残りの電極１４，１５、１７は全てグラン
ドに接続（導通）した場合の音鳴りのレベルを示す。また、データＦは、透明導電膜９，
１１に設けられた電極１４～１７のうち、透明導電膜１１に設けられた電極１４のみに対
し共通電極信号を入力し、残りの電極１５，１６、１７は全てグランドに接続した場合の
音鳴りのレベルを示す。
【００９８】
　更に、データＧ及びＨは、透明導電膜９、１１のうち何れか一方は電気的にオープンな
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状態とし、他方はグランドに接続した場合の音鳴りのレベルを示す。より具体的には、デ
ータＧは、透明導電膜９，１１に設けられた電極１４～１７のうち、透明導電膜９に設け
られた電極１６のみをグランドに接続し、残りの電極１４，１５、１７は全て電気的にオ
ープンな状態とした場合の音鳴りのレベルを示す。また、データＦは、透明導電膜９，１
１に設けられた電極１４～１７のうち、透明導電膜１１に設けられた電極１４のみをグラ
ンドに接続し、残りの電極１５，１６、１７は全て電気的にオープンな状態とした場合の
音鳴りのレベルを示す。
【００９９】
　図５のデータＡ、Ｃ、Ｄ～Ｈの比較から、以下のことが分かる。
【０１００】
　先ず、対策を施さない場合、すなわち従来のタッチパネル付き液晶表示装置１００の場
合（データＡ）には、帯電時の音鳴りレベルが２２ｄＢ以上であった。
【０１０１】
　また、Ｅ～Ｈの何れの場合にも、効果が無いか、或いは、対策を施さない場合よりもか
えって音鳴りレベルが増大した。すなわち、透明導電膜９，１１のうちの何れかがグラン
ドに接続されていると、効果が無いか、或いは、対策を施さない場合よりもかえって音鳴
りレベルが増大することが分かる。
【０１０２】
　対して、本実施形態に係るタッチパネル付き液晶表示装置１０の場合（データＣ、Ｄ）
、何れの場合にも、帯電時の音鳴りレベルを１２ｄＢ程度に抑制することができた。
【０１０３】
　なお、これらの音鳴りレベルの差（従来の２２ｄＢと本実施形態の場合の１２ｄＢ）は
、体感的にはかなりの差であり、データＡの場合には通常の環境で聞こえる程度のレベル
であるのに対し、データＣ、Ｄの場合には、よほど静かな環境において聞こえるか聞こえ
ないかといったレベルである。つまり、本実施形態の場合、実質的には音鳴りが解消され
たといえる。
【０１０４】
　このように、本実施形態によれば、従来技術の場合には２０ｄＢ～３０ｄＢ程度のレベ
ルであった音鳴りを、１０ｄＢ～１５ｄＢにまで抑制することができ、実質的に音鳴りを
解消することができた。
【０１０５】
　以上のような第１の実施形態によれば、液晶表示パネル２と、この表示パネル２の表示
面側を覆うタッチパネル３とを備え、液晶表示パネル２に共通電極信号を入力して表示動
作を行わせるようにしたタッチパネル付き液晶表示装置１０において、共通電極信号をタ
ッチパネル３にも入力可能に構成されているので、該共通電極信号をタッチパネル３に入
力している状態ではタッチパネル３と液晶表示パネル２との間の電位差を抑制することが
できる。従って、液晶表示パネル２とタッチパネル３との間に生じる電界を抑制でき、こ
れら両パネル２，３の振動を抑制できる。その結果、音鳴りを抑制することができる。
【０１０６】
　なお、上記の第１の実施形態で説明したタッチパネル付き液晶表示装置１０は、例えば
、携帯電話機、ＰＤＡ、ハンディカム（登録商標）、ＡＶプレーヤー或いはその他の電子
機器に好適に適用可能である。
【０１０７】
　また、上記の第１の実施形態では、透明導電膜９，１１のうちの何れか一方のみに共通
電極信号を入力する例を説明したが、これら透明導電膜９，１１の双方に共通電極信号を
入力することにより音鳴りを抑制するようにしても良い。
【０１０８】
　〔第２の実施形態〕
　次に、図６を参照して、本発明に係る第２の実施形態について説明する。
【０１０９】
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　上記の第１の実施形態では、共通電極信号をタッチパネル３が元来備える透明導電膜９
，１１に入力することによって音鳴りを抑制する例を説明したが、第２の実施形態では、
共通電極信号の入力用に専用の透明導電膜をタッチパネルに設け、該透明導電膜に共通電
極信号を入力することによって音鳴りを抑制する例を説明する。
【０１１０】
　なお、図６に示す第２の実施形態に係るタッチパネル付き液晶表示装置２０は、以下に
説明する点でのみ上記の第１の実施形態に係る液晶表示装置１０と異なり、その他の点で
は該液晶表示装置１０と同様であるため、同様の構成要素には同一の符号を付し、その説
明を省略する。
【０１１１】
　図６に示すように、タッチパネル付き液晶表示装置２０のタッチパネル３において液晶
表示パネル２側の面の例えばほぼ全面には、共通電極信号の入力に専用の透明導電膜２１
が設けられている。
【０１１２】
　この透明導電膜２１には、例えば常時、共通電極信号が入力されるようになっている。
なお、ここでいう常時とは、共通電極信号が液晶表示パネル２の共通電極６に入力される
状態時を意味する。
【０１１３】
　より具体的には、透明導電膜２１には、透明導電膜９，１１における電極１４～１７と
同様の電極（図示略）が設けられ、該電極に対し、共通電極信号が入力されるようになっ
ている。なお、透明導電膜２１には、透明導電膜９，１１の場合とは異なり一対の電極を
設ける必要はなく、設ける電極は１つでよい。
【０１１４】
　また、第２の実施形態に係る液晶表示装置２０の場合、セレクタ１３は不要であるため
備えていない。
【０１１５】
　以上のような第２の実施形態によれば、上記の第１の実施形態の場合と同様の効果が得
られる。また、透明導電膜２１は追加で必要となるが、セレクタ１３は不要となり、制御
が容易となるという利点も得られる。
【０１１６】
　なお、上記の第２の実施形態で説明したタッチパネル付き液晶表示装置２０は、例えば
、携帯電話機、ＰＤＡ、ハンディカム（登録商標）、ＡＶプレーヤー或いはその他の電子
機器に好適に適用可能である。
【０１１７】
　〔第３の実施形態〕
　次に、図７を参照して、本発明に係る第３の実施形態について説明する。
【０１１８】
　上記の第１及び第２の実施形態では、カバーパネルとしてのタッチパネル３を備える液
晶表示装置１０，２０において音鳴りを抑制する例について説明したが、この第３の実施
形態では、カバーパネルとしての保護カバーを備える液晶表示装置において、該保護カバ
ーに透明導電膜を設け、該透明導電膜に共通電極信号を入力することによって音鳴りを抑
制する例を説明する。
【０１１９】
　なお、図７に示す第３の実施形態に係る液晶表示装置３０は、以下に説明する点でのみ
上記の第２の実施形態に係る液晶表示装置２０と異なり、その他の点では該液晶表示装置
２０と同様であるため、同様の構成要素には同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１２０】
　すなわち、第３の実施形態に係る液晶表示装置３０は、上記の液晶表示装置２０におけ
るタッチパネル３に代えて保護カバー３１を備える点でのみ該液晶表示装置２０と異なり
、その他の点では該液晶表示装置２０と同様に構成されている。
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【０１２１】
　より具体的には、保護カバー３１において液晶表示パネル２側の面の、例えばほぼ全面
には、透明導電膜２１が設けられ、該透明導電膜２１に対し、共通電極信号が常時入力さ
れるようになっている。
【０１２２】
　なお、保護カバー３１は、例えば、ガラス又は合成樹脂（例えば、アクリル、ポリカ或
いはその他の合成樹脂）により構成されている。
【０１２３】
　以上のような第３の実施形態によれば、カバーパネルとしての保護カバー３１を備える
液晶表示装置３０の場合に、上記の第１及び第２の実施形態の場合と同様に音鳴りを抑制
することができる。
【０１２４】
　なお、上記の第３の実施形態に係る液晶表示装置３０は、例えば、携帯電話機、ＡＶプ
レーヤ、タブレットＰＣ或いはその他の電子機器に好適に適用可能である。
【０１２５】
　〔第４の実施形態〕
　次に、図８を参照して、本発明に係る第４の実施形態について説明する。
【０１２６】
　上記の第１及び第２の実施形態では、共通電極信号をタッチパネル３に入力することに
より音鳴りを抑制する例を説明したが、第４の実施形態では、タッチパネルを電気的にオ
ープンな状態とすることにより音鳴りを抑制する例を説明する。
【０１２７】
　なお、図８に示す第４の実施形態に係るタッチパネル付き液晶表示装置４０は、以下に
説明する点でのみ上記の第１の実施形態に係る液晶表示装置１０と異なり、その他の点で
は該液晶表示装置１０と同様であるため、同様の構成要素には同一の符号を付し、その説
明を省略する。
【０１２８】
　先ず、第４の実施形態に係るタッチパネル付き液晶表示装置４０は、そのタッチパネル
３に対し共通電極信号が入力されるようにはなっていない。
【０１２９】
　また、図８に示すように、タッチパネル付き液晶表示装置４０は、上記のタッチパネル
付き液晶表示装置１０におけるセレクタ１３に代えて、切換部（切換手段、使用状態判定
手段）４１を備えている。
【０１３０】
　この切換部４１は、タッチパネル３にタッチパネル駆動信号が入力される状態（第１状
態）から該タッチパネル３が電気的にオープンな状態（第２状態）へと切り換えるもので
ある。なお、切換部４１は、上記の４つの電極１４～１７の全てを電気的にオープンな状
態とすることにより、第２状態への切り換えを行う。
【０１３１】
　また、切換部４１は、タッチパネル３が使用状態、すなわち操作されている状態である
か否かの判定も行うように構成されている。この判定は、例えば、透明導電膜９と透明導
電膜１１とが接触しているか否かに応じて行う。
【０１３２】
　そして、切換部４１は、タッチパネル３が使用状態でないと判定した場合には、４つの
電極１４～１７の全てを電気的にオープンな状態とする。つまり、タッチパネル３の透明
導電膜９，１１を共に電気的にオープンな状態とする。
【０１３３】
　なお、具体的には、切換部４１は、例えば、タッチパネル３の操作の終了を検出してか
ら所定時間（例えば、１０秒）が経過してから、透明導電膜９，１１を電気的にオープン
な状態に切り換える（第１状態から第２状態へと切り換える）。
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【０１３４】
　他方、タッチパネル３が使用状態であると判定した場合には、切換部４１は、タッチパ
ネル駆動信号を透明導電膜９，１１に対する入力状態（第１状態）に維持する。
【０１３５】
　更に、タッチパネル付き液晶表示装置４０は、図８に示すように、第２状態から第１状
態へと切り換える操作を行うための切換操作部（切換操作手段）４２を備えている。
【０１３６】
　この切換操作部４２は、使用者による切替操作を受け付けると、切換部４１に対し指令
信号を送信し、該切換部４１に、第２状態から第１状態への切り換えを行わせる（つまり
、タッチパネル駆動信号の透明導電膜９，１１への入力を再開させる）。
【０１３７】
　次に、動作を説明する。
【０１３８】
　先ず、タッチパネル３が操作されている状態では、切換部４１は、タッチパネル３が使
用状態であると判定する。よって、切換部４１は、透明導電膜９，１１にタッチパネル駆
動信号が入力される状態に維持する。これにより、タッチパネル３は、タッチ操作を検出
できる状態のままとなる。なお、タッチ操作の際には、例えば通話の際などとは異なり、
音鳴りが発生したとしても操作者は気にならないため、問題がない。
【０１３９】
　次に、タッチパネル３に対する操作が終了すると、切換部４１は、タッチパネル３が使
用状態でないと判定する。更に、この状態が所定時間（例えば１０秒）継続すると、切換
部４１は、タッチパネル３の透明導電膜９，１１を共に電気的にオープンな状態に切り換
える。
【０１４０】
　このようにタッチパネル３の透明導電膜９，１１が共に電気的にオープンな状態では、
該透明導電膜９，１１と液晶表示パネル２の共通電極６とは電位差を生じないので、透明
導電膜９，１１と共通電極６との間には電界が生じない。
【０１４１】
　従って、液晶表示パネル２の表面が帯電していたとしても、その電荷は電界による静電
気力の影響を受けず、該液晶表示パネル２及びタッチパネル３の振動を抑制することがで
きる。よって、液晶表示パネル２及びタッチパネル３の振動に起因する音鳴りを抑制する
ことができる。
【０１４２】
　次に、タッチパネル３を操作する場合には、使用者は、切換操作部４２を操作する。す
ると、該切換操作部４２から切換部４１に対し指令信号が送信され、該切換部４１は第２
状態から第１状態へと切り換えるので、タッチパネル駆動信号が透明導電膜９，１１に入
力再開される。これにより、タッチパネル３は、再びタッチ操作を検出できる状態となる
。
【０１４３】
　次に、図５を参照して、本発明者による実験結果について説明する。
【０１４４】
　図５において、データＢは、本実施形態に係る液晶表示装置４０の場合（つまり、各電
極１４～１７を全て電気的にオープンな状態とした場合）の音鳴りのレベルを示す。
【０１４５】
　図５に示すように、本実施形態に係るタッチパネル付き液晶表示装置４０の場合（デー
タＢ）、帯電時の音鳴りレベルを１２ｄＢ程度に抑制することができた。
【０１４６】
　つまり、本実施形態の場合にも、上記の第１の実施形態の場合と同様に、実質的に音鳴
りが解消される。
【０１４７】
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　以上のような第４の実施形態によれば、液晶表示パネル２と、この液晶表示パネル２の
表示面側を覆いタッチ操作を検出するタッチパネル３とを備え、タッチパネル３はタッチ
パネル駆動信号を用いてタッチ操作の検出動作を行うように構成されている一方で、液晶
表示パネル２は共通電極信号を用いて表示動作を行うように構成されたタッチパネル付き
液晶表示装置４０において、タッチパネル３にタッチパネル駆動信号が入力される状態か
らタッチパネル３が電気的にオープンな状態へと切り換えることが可能に構成されている
ので、タッチパネル３が電気的にオープンな状態では液晶表示パネル２とタッチパネル３
との間に生じる電界を抑制でき、これら両パネル２，３の振動を抑制できる。その結果、
音鳴りを抑制することができる。
【０１４８】
　なお、上記の第１乃至第４の各実施形態においては、本発明に係る表示装置の好適な一
例として液晶表示装置を例示したが、例えば、その他のパネル型表示装置（例えば、プラ
ズマ表示装置、有機ＥＬ表示装置等）であっても良い。
【０１４９】
　また、上記の第１、第２及び第４の実施形態では、タッチパネル３が抵抗膜方式のもの
である例を説明したが、タッチパネル３はそれ以外の方式であっても良い。この場合、例
えば、透明導電膜９，１１は、基板７，８のほぼ全面に設けられているのではなく、透明
導電膜９，１１のうち一方が縦列、他方が横列に配され、相互に直交するマトリックス状
をなしていても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１５０】
【図１】第１の実施形態に係るタッチパネル付き液晶表示装置の構造を示す模式的な断面
図である。
【図２】タッチパネルの構造を示す模式図である。
【図３】液晶表示パネルの共通電極とタッチパネルの透明導電膜との電位関係の経時変化
を示す図である。
【図４】液晶表示パネルの共通電極とタッチパネルの透明導電膜との間での電界の向きの
経時変化を示す図である。
【図５】音鳴りのレベルの実験データを示す図である。
【図６】第２の実施形態に係るタッチパネル付き液晶表示装置の構造を示す模式的な断面
図である。
【図７】第３の実施形態に係るタッチパネル付き液晶表示装置の構造を示す模式的な断面
図である。
【図８】第４の実施形態に係るタッチパネル付き液晶表示装置の構造を示す模式的な断面
図である。
【図９】従来のタッチパネル付き液晶表示装置の構造を示す模式的な断面図である。
【図１０】従来のタッチパネル付き液晶表示装置において音鳴りが生じるメカニズムを説
明するための模式図である。
【図１１】従来のタッチパネル付き液晶表示装置における液晶表示パネルの共通電極とタ
ッチパネルの透明導電膜との電位関係の経時変化を示す図である。
【図１２】従来のタッチパネル付き液晶表示装置における液晶表示パネルの共通電極とタ
ッチパネルの透明導電膜との間での電界の向きの経時変化を示す図である。
【図１３】液晶表示パネルの表示面側が保護カバーにより覆われたタイプの従来の液晶表
示装置の構造を示す模式的な断面図である。
【符号の説明】
【０１５１】
１０　　タッチパネル付き液晶表示装置（表示装置）
２　　　液晶表示パネル（表示パネル）
３　　　タッチパネル（カバーパネル）
４　　　基板（第１の表示パネル構成基板）
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５　　　基板（第２の表示パネル構成基板）
６　　　共通電極（駆動電極）
７　　　基板（第１のタッチパネル構成基板）
８　　　基板（第２のタッチパネル構成基板）
９　　　透明導電膜（第１の導電膜）
１１　　透明導電膜（第２の導電膜）
１３　　セレクタ（切換手段、使用状態判定手段）
２０　　タッチパネル付き液晶表示装置（表示装置）
２１　　透明導電膜（第３の導電膜）
３０　　液晶表示装置（表示装置）
３１　　保護カバー（カバーパネル）
４０　　タッチパネル付き液晶表示装置（表示装置）
４１　　切換部（切換手段、使用状態判定手段）
４２　　操作部（切換操作手段）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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